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企業実務に深く関わる法律や制度の動きについて、
専門家から解説していただきます
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　平成27年9月30日の改正労働者派遣法により、特定
労働者派遣と一般労働者派遣の区別が廃止され、すべ
ての労働者派遣事業は、新たな許可基準に基づく許可
制となりました。経過措置として、施行時点で特定労
働者派遣事業を営んでいる事業主については、平成30
年9月29日まで引き続き事業を行うことができますが、
平成30年9月30日以降に労働者派遣事業を営むために
は、新たに申請を行い、許可を得る必要があります。
　特定労働者派遣事業（届出制）と労働者派遣事業
（許可制）の相違点とポイントは次のようになります。
（1）派遣労働者の範囲
届出制：常用労働者のみ
許可制：常用労働者及びそれ以外の労働者
（2）更新手続
届出制：不要
許可制：最初は3年、以後5年毎
（3）事業所面積要件
届出制：なし
許可制：派遣事業用面積20㎡以上
（4）派遣元責任者の雇用管理経験・講習受講
届出制：経験・講習受講ともに不要
許可制：3年以上の経験及び講習受講必須
（5）職務代行者の選任
届出制：不要
許可制：必要
（6）申請手数料
届出制：不要
許可制：1事業所12万円、2事業所目5万5千円
（7）登録免許税
届出制：不要
許可制：9万円

（8）資産要件
①基準資産（貸借対照表の資産総額から負債総額を引
いたもの）が、1事業所当たり2,000万円以上ある
こと
②自己名義の預金・現金の額が、1事業所当たり1,500
万円以上あること
③基準資産額が負債総額の7分の1以上あること
配慮措置：中小企業で、事業所が1つのみで、派遣労働
者数が10人以下の場合は、当分の措置として、①が
1,000万円以上、②が800万円以上とされています。さ
らに、派遣労働者数が5人以下の場合は、3年間の暫定
措置として、①が500万円以上、②が400万円以上とさ
れています。
（9）申請期限
　申請期限は平成30年9月29日ですが、期限日間際に
申請して許可要件を満たしていない事項が見つかると、
許可を得るまでに空白期間が生じてしまうことがあり
ます。早急に許可制への切り替え手続きをする必要が
あります。
（10）許可が取得できなかった場合は
　許可を受けずに労働者派遣を行えば、無許可となり
違法派遣になります。違法派遣と知りながら、派遣先
が、派遣労働者を受け入れた場合は、派遣先が派遣労
働者に対して、派遣労働者の派遣元における労働条件
と同一の労働条件の労働契約の申込みをしたものとみ
なす「労働契約申込みみなし制度」が適用されます。

　他にも、新たな許可基準として、派遣労働者のキャ
リア形成を支援することが必要になりました。法改正
によって、派遣元事業主は、雇用主としての責任がよ
り求められるようになっています。

改正労働者派遣法の経過措置期限
　弊社は常勤社員が10人の製造業ですが、そのうち2人を特定
労働者派遣事業として大手の会社へ派遣しています。法律が改
正されて、平成30年9月30日以降は許可制の労働者派遣に切り
替えなければ派遣を行うことができなくなると聞きましたが、
本当でしょうか。

Ⅰ 相次ぐコンプライアンス違反事件
　アメフトの悪質タックル事件では日大の対応が批判を
集めていますが、なぜ今回の事件が発生してしまったの
か詳細は未だ明らかでなく、事案の解明が待たれます。
女性向けシェアハウスを巡り不明朗な融資を繰り返して
いたスルガ銀行についても同様です。
　しかし、企業や団体において不祥事が発生する過程を
観察すると、いずれも共通の原因が存在するように思い
ます。このような不祥事（コンプライアンス違反）が発
生することを防ぐためには、何がポイントとなるのか、
内部統制の観点から考えてみます。

Ⅱ 内部統制とコンプライアンス
　内部統制とは、「業務の有効性」「財務報告の信頼
性」「コンプライアンス」など、経営活動を円滑に進め
るためのプロセスとして位置づけられています。
　その国際標準となっているのが、トレッドウェイ委員
組織委員会（COSO）により公表されたCOSOレポート
です。現在の表現は異なりますが、数年前まで使われて
いたキューブ形の図が分かりやすいため、これを元にご
説明します。

　キューブの上面に配置されているのが経営活動の「目
的」であり、前面に配置されているのが実行されるべき
「構成要素」です。構成要素は、目的達成のために実行
すべき行動であり、リスクを評価し、それを回避するた
めの統制活動を実行し、統制活動が機能しているか情報
を収集し、モニタリングすること（いわゆるPDCAサイ
クル）を内容としています。
　端的に表現すれば、企業は「コンプライアンス」とい
う目的を達成するために、不祥事のリスクを評価し、対
策を立案して統制活動を実行し、上手く機能しているか
どうか情報を収集し、機能していなければ別の対策を考
えるというPDCAサイクルを回さなければならない、と
いうことが国際標準とされているのです。

Ⅲ 危機管理のポイントは「社内の風通し」にあり
　そして最も重要なことは、PDCAサイクルの最上部に
「統制環境」が乗っていることです。これは、「何とし
ても目的を達成しよう」という雰囲気が社内を包んでい
なければ、幾らPDCAサイクルを回しても効果が現れな
いことを意味しています。
　日大では監督が人事担当理事を兼務していたため誰も
声を上げず、スルガ銀行では営業至上主義が徹底され審
査部門が抑え切れなかったと報道されています。
　目の前で行われていることが間違っているのではない
か、誰もが声を上げられる風通しのよい環境が整えられ
ていない限り、幾ら社内でコンプライアンスの研修を繰
り返し、PDCAサイクルを回そうとしても、不祥事を押
さえ込むことはできないのです。
　日大やスルガ銀行の問題は、企業におけるリスク管理
のあり方について、改めて重要な示唆を与えてくれてい
ると思います。
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危機管理の基本  ～ニュース報道に見る不祥事の共通点～
　昨年は自動車の無資格者による検査問題や素材の品質偽装問題
が発覚し、今年も日大の悪質タックル問題、スルガ銀行の不正融
資問題、財務省の文書隠匿問題などが耳目を集めています。
　世に知られた大企業や団体が次々と不祥事を起こし、危機管理
の甘さを露呈する背景には何があるのでしょうか。
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